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電気通信番号規則の一部改正について 

 

 

 

Ⅰ 改正の概要  

携帯電話に係る端末系伝送路設備を識別する電気通信番号（０８０／０９０）の

指定を受けた電気通信事業者に対して、当該指定を受けた電気通信事業者から卸電

気通信役務の提供を受ける電気通信事業者（以下「卸先電気通信事業者」という。）

の電気通信役務の提供を受ける利用者に関する携帯電話の番号ポータビリティの

措置を義務付けることを内容とする電気通信番号規則（平成９年郵政省令第８２

号）の改正を行う。 

 

Ⅱ 経緯 

 

(1) 携帯電話の番号ポータビリティについては、平成１８年１１月施行の電気通信

番号規則の改正により、携帯電話に係る端末系伝送路設備を識別する電気通信番

号（０８０／０９０）の指定を受けたすべての電気通信事業者に対して、番号ポ

ータビリティの措置が義務付けられているところ。 

(2) 今般、電気通信番号規則において、卸先電気通信事業者の電気通信役務の提供

を受ける利用者の携帯電話の番号ポータビリティの措置についても、当該指定を

受けた電気通信事業者に対して義務付けることとする。 

 

Ⅲ 改正案の内容 

 

(1)  携帯電話に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号（０８０／

０９０）の指定を受けた電気通信事業者は、卸先電気通信事業者の電気通信役

務の提供を受ける利用者の双方向の携帯電話の番号ポータビリティ(卸先電気

通信事業者から他の電気通信事業者への変更（第１号）、他の電気通信事業者か

ら卸先電気通信事業者への変更（第２号）並びに当該指定を受けた電気通信事

業者と卸先電気通信事業者との間及び卸先電気通信事業者間の変更（第３号）)

を可能とするための措置を講じなければならないこととする。（第２０条関係） 

 

(2) 本改正案は、公布の日から施行することとする。（附則関係） 
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諮 問 第  1198号

平成 19年 12月 18日

情報通信審議会

会長  庄 山 悦 彦 殿

総務大臣  増 田 寛

諮  問   書

電気通信事業法 (昭和59年法律第86号)第 50条第 1項 の規定に基

づき、電気通信番号規則 (平成9年 郵政省令第82号)の 一部を改正

することとしたいので、同法第169条第 4号 の規定により諮問する。
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